
  

 

山口県周南市 

職 員 募 集 案 内  
令和 8 年度 前期日程 

 

 

 

 

 

■  試験区分 

資格免許 

■  職種 

保育士・幼稚園教諭 

■  申込受付期間 

令和８年５月１５日（金） ～ 令和８年６月１６日（火） 

■  第一次試験日 

令和８年７月１１日（土）  
 

 

 

 

 

 

 
周南市職員採用サイトへは、  
右の二次元コードからアクセスできます。 

（受験申込書のダウンロードも採用サイトからできます。）  



1 募集する区分・職種・採用予定人数・職務内容 
 

 
 

2 受験資格 
 

な お 、 次 の い ず れ か に 該 当 す る 人 は 受 験 で き ま せ ん 。  
(1)  拘 禁 刑 以 上 の 刑 に 処 せ ら れ 、 そ の 執 行 を 終 わ る ま で 又 は そ の 執 行 を 受 け る こ と が な く な る ま で の 人  
(2)  周 南 市 の 職 員 と し て 懲 戒 免 職 の 処 分 を 受 け 、 当 該 処 分 の 日 か ら 2 年 を 経 過 し な い 人  
(3)  日 本 国 憲 法 の 施 行 の 日 以 後 に お い て 、日 本 国 憲 法 又 は そ の 下 に 成 立 し た 政 府 を 暴 力 で 破 壊 す る こ と を  

主 張 す る 政 党 そ の 他 団 体 を 結 成 し 、 又 は こ れ に 加 入 し た 人  
           

※ 「 保 育 士 ・ 幼 稚 園 教 諭 」 に つ い て は 、 日 本 国 籍 を 有 し な い 人 も 受 験 す る こ と は で き ま す が 、採 用 時 に 職
務 従 事 可 能 な 在 留 資 格 が な い 場 合 採 用 さ れ ま せ ん 。  

3 試験について 

１ 試験の流れ 

※  時 間 等 の 詳 細 は 、 受 験 票 や 合 格 者 へ の 通 知 の 際 に お 知 ら せ し ま す 。  
※  地 震 、 台 風 等 の 災 害 等 で 、 や む を 得 な い 事 情 に よ り 試 験 日 程 を 変 更 す る 場 合 が あ り ま す 。  

そ の 場 合 は 、 周 南 市 の ホ ー ム ペ ー ジ で お 知 ら せ し ま す 。  
 

２ 第一次試験の内容について 

 ● 当 日 は 、 受 験 票 ・ 筆 記 用 具 （ HB の 鉛 筆 、 消 し ゴ ム ）・ 計 時 機 能 の み の 時 計 を お 持 ち く だ さ い 。  

職 種  試 験 種 類  形 式  時 間  出 題 分 野 （ 性 格 検 査 以 外 ）  

保 育 士 ・  

幼 稚 園 教 諭  

実技試験 実  技  約 60 分  
与 え ら れ た 課 題 に 対 し て 、グ ル ー プ で 表 現 活 動
（ 音 楽 ・ リ ズ ム ・ 言 語 ・ 身 体 ） を 行 い ま す 。  

小論文 記 述 式  40 分  文 章 表 現 力 、 構 成 力 等 に 関 す る 試 験  

性格検査 択 一 式  約 40 分   

 

 

 

区 分  職 種  採 用 予 定 人 数  職 務 内 容  

資 格 免 許  
保 育 士 ・  

幼 稚 園 教 諭  
５ 人 程 度  

市 が 運 営 す る 保 育 所 ・ 幼 稚 園 等 に お け る 、 児 童 の 保 育

や 幼 児 教 育  

区 分  職 種  受 験 資 格  

資 格 免 許  
保 育 士 ・  

幼 稚 園 教 諭  

昭 和 ５ ６ 年 4 月 2 日 以 降 に 生 ま れ た 人 で 保 育 士 資 格 お よ び 幼 稚 園 教 諭

免 許 を 併 せ 有 す る 人 又 は 令 和 ９ 年 3 月 末 ま で に 取 得 見 込 み の 人  

職 種  第 一 次 試 験  第 二 次 試 験  会 場  

保 育 士 ・  

幼 稚 園 教 諭  

実 技 試 験 

小 論 文・性 格 検 査  

7 月 1１ 日（ 土 ）  

個 別 面 接 

8 月 2 日（ 日 ）  

第 一 次 試 験  

（ 徳 山 保 健 セ ン タ ー ）  

第 二 次 試 験  

（ 周 南 市 役 所 本 庁 舎 ）  



３ 合格発表 

周 南 市 ホ ー ム ペ ー ジ 及 び 市 役 所 本 庁 舎 の 掲 示 板 に 、 合 格 者 の 受 験 番 号 を 掲 示 し ま す 。  

ま た 各 試 験 合 格 者 に は 、 別 途 郵 送 で 通 知 し ま す 。（ 発 表 予 定 日 は 、 試 験 時 に お 伝 え し ま す 。）  

４ 試験結果の開示について 

試 験 結 果 に つ き ま し て は 、受 験 者 本 人 に よ る 請 求 が あ っ た 場 合 に 限 り 、下 記 に よ り 開 示 す る こ

と が で き ま す 。代 理 人 に よ る 請 求 や 郵 送 、電 話 等 で の 請 求 に は 応 じ か ね ま す の で 、直 接 人 事 課 ま

で お 越 し く だ さ い 。  

対 象 者  開 示 内 容  開 示 期 間  開 示 場 所  必 要 書 類  

各 試 験 の  

不 合 格 者 本 人  
得 点 ・ 順 位  

各 試 験 の 合 格 発 表 日

か ら 1 か 月 間  

人 事 課  

（ 本 庁 舎 4 階 ）  

・ 受 験 票  

・ 本 人 確 認 書 類  

 

4 受験申込について 

申 込 方 法  
電 子 申 請（ 周 南 市 職 員 採 用 サ イ ト  Ｈ Ｐ 上 よ り ）又 は 申 込 用 紙 を ダ ウ ン ロ ー ド し 、
郵 送 若 し く は 周 南 市 役 所 人 事 課 窓 口 へ 提 出  

受 付 場 所  周 南 市 役 所  人 事 課  人 事 研 修 担 当 （ 〒 745-8655 山 口 県 周 南 市 岐 山 通 1-1）  

受 付 期 間  令和８年 5 月 15 日（金）～ 
令和８年 6 月 16 日（火）  

【 窓 口 】  

【 郵 送 】  

 

午 前 8 時 30 分 ～ 午 後 5 時 15 分  

令 和 8 年 6 月 16 日 （ 火 ）  

当 日 消 印 有 効  

提 出 書 類  
〇 電 子 申 請 の 場 合    受 験 申 込 書 （ 電 子 申 請 ）、 顔 写 真 デ ー タ  

〇 電 子 申 請 以 外 の 場 合  受 験 申 込 書 （ 紙 媒 体 ） に 顔 写 真 を 貼 り つ け た も の  

受 験 票 送 付  

令 和 8 年 7 月 1 日 （ 水 ） 発 送 予 定 （ 電 子 メ ー ル に て 送 付 し ま す 。）  

※ 郵 送 希 望 の 場 合 は １ １ ０ 円 切 手 を 貼 付 し 、 送 付 先 を 記 載 し た 返 信 用 封 筒  

（ ⾧ 型 ３ 号 ： 縦 ２ ３ ． ５ ㎝ ×横 １ ２ ． ０ ㎝ ） を ご 提 出 く だ さ い 。  

  受 験 申 込 書 の 配 布 場 所 ・ ・ ・ 市 ホ ー ム ペ ー ジ 、 市 役 所 本 庁 舎 総 合 受 付 、 各 総 合 支 所 、 各 支 所 、

一 部 学 校 等 （ 郵 送 で の 取 り 寄 せ を 希 望 さ れ る 方 は 、 人 事 課 ま で お 問 い 合 わ せ く だ さ い 。）  

5 注意事項 
● 同 一 日 程 の 試 験 で 、 複 数 の 職 種 へ の 申 込 は で き ま せ ん 。 ま た 、 申 込 後 の 試 験 職 種 の 変 更 は 認 め ら れ ま せ ん 。  

● 受 験 申 込 書 の 記 載 事 項 に 不 正 （ 事 実 不 記 載 等 ） が あ っ た 場 合 や 、 採 用 日 時 点 で 受 験 資 格 に 必 要 な 資 格 ・ 免 許 等 が 取 得 で

き な か っ た 場 合 は 、 採 用 が 取 り 消 さ れ ま す 。  

● 保 育 士 ・ 幼 稚 園 教 諭 に お い て 、 児 童 福 祉 法 第 １ ８ 条 の ２ ０ の ４ 第 ３ 項 の 規 定 に 基 づ き 、 合 格 か ら 採 用 ま で の 間 に 、 特 定

登 録 取 消 者 （ 児 童 生 徒 性 暴 力 等 を 行 っ た こ と に よ り 保 育 士 の 登 録 を 取 り 消 さ れ た 者 等 ） へ の 該 当 の 有 無 を 確 認 の た め 、 同

条 第 1 項 の デ ー タ ベ ー ス の 検 索 を 行 い ま す 。 検 索 の 結 果 、 特 定 登 録 取 消 者 に 該 当 す る こ と が 判 明 し た 場 合 は 採 用 さ れ な い

場 合 が あ り ま す 。  

● 保 育 士 ・ 幼 稚 園 教 諭 に お い て 、令 和 8 年 12 月 25 日 ま で に 施 行 予 定 の 学 校 設 置 者 等 及 び 民 間 教 育 保 育 等 事 業 者 に よ る 児

童 対 象 性 暴 力 等 の 防 止 等 の た め の 措 置 に 関 す る 法 律 （ 令 和 6 年 法 律 第 69 号 。 以 下 、「 こ ど も 性 暴 力 防 止 法 」。） に 基 づ き 、

特 定 性 犯 罪 の 前 科 の 有 無 を 確 認 す る た め の 犯 罪 事 実 確 認 が 必 要 と な り ま す 。 特 定 性 犯 罪 の 前 科 が あ る 場 合 （ 特 定 性 犯 罪 事

実 該 当 者 の 場 合 ） は 、 こ ど も 性 暴 力 防 止 法 に 基 づ き 、 業 務 に 従 事 さ せ な い こ と 等 の 措 置 を 講 じ る 必 要 が あ る た め 、 採 用 ま

で の 過 程 に お い て 、文 書 等 に よ り 特 定 性 犯 罪 の 前 科 の 有 無 を 確 認 し 、特 定 性 犯 罪 事 実 該 当 者 で あ る こ と が 判 明 し た 場 合 は 、

採 用 さ れ な い こ と に な り ま す の で 、 あ ら か じ め ご 了 承 く だ さ い 。  

● 申 込 受 付 後 、 受 験 申 込 書 等 の 書 類 は 一 切 返 却 い た し ま せ ん 。  



 

6 採用について 

１  採 用 予 定 日  

 最 終 合 格 者 は 成 績 順 に 採 用 候 補 者 名 簿 に

登 載 さ れ 、 原 則 と し て 令 和 9 年 4 月 1 日 に

採 用 と な り ま す 。  

ま た 、 採 用 後 6 か 月 間 は 条 件 付 採 用 と な

り ま す 。  

 

２  勤 務 条 件 ・ 福 利 厚 生  

初 任 給  

短 大 卒   222,600 円  

※  令 和 8 年 4 月 1 日 現 在  

※  学 歴 、 職 歴 等 に よ り 調 整 さ れ る 場 合 が

あ り ま す  

諸 手 当  

支 給 要 件 に よ り 、 扶 養 手 当 、 住 居 手 当 、

通 勤 手 当 、 時 間 外 勤 務 手 当 等 が 支 給 さ れ

ま す 。  

賞 与  年 2 回 （ 6 月 、 12 月 ）  

勤 務 地  保 育 園 、 幼 稚 園 、 認 定 こ ど も 園 等  

勤 務 時 間  

● 保 育 園 ・ 認 定 こ ど も 園 ： 原 則 、 月 曜 日
か ら 土 曜 日 の 午 前 ７ 時 か ら 午 後 ６ 時 ま で
の ７ 時 間 45 分 （ 休 憩 時 間 1 時 間 ）  
● 幼 稚 園 ： 原 則 、 月 曜 日 か ら 金 曜 日 の 午
前 ８ 時 15 分 か ら 午 後 ５ 時（ 休 憩 時 間 １ 時
間 ）  

休 日  

●  保 育 園・認 定 こ ど も 園：日 曜 日 、祝 日 、 
年 末 年 始 （ 1 2/ 29～ 1/ 3） ※  週 休 ２ 日 制  
●  幼 稚 園 ：  土 曜 日 、 日 曜 日 、 祝 日 、 年
末 年 始 （ 12 /  29～  1/ 3）  

休 暇 等  

年 次 有 給 休 暇 （ 年 20 日 ）、 夏 季 休 暇 、 忌

引 休 暇 、 介 護 休 暇 、 結 婚 休 暇 、 産 前 産 後

休 暇 、 配 偶 者 の 出 産 に 関 す る 休 暇 、 育 児

休 業 制 度 な ど  

健 康 管 理  
各 種 定 期 健 康 診 断 、 保 健 師 等 に よ る 健 康

相 談  

共 済 制 度  
山 口 県 市 町 村 職 員 共 済 組 合 の 会 員 と し

て 、 健 康 保 険 、 年 金 に 加 入  

ク ラ ブ 活 動 
各 種 ク ラ ブ 活 動  

（ 例 ） 野 球 部 、 テ ニ ス 部 な ど  

 

※市 内 への居 住 について 

周 南 市 で は 、災 害 発 生 時 等 に お け る 危 機 管 理

体 制 の 確 保 や 、職 員 も 一 市 民 と し て 、ま ち づ く

り に 積 極 的 に 携 わ る こ と が 大 切 で あ る と の 考

え か ら 、職 員 の 市 内 へ の 居 住 を 奨 励 し て い ま す 。 

 

7 よくあるご質問 
 

年 齢 、 性 別 、 出 身 地 な ど で 有 利 、 不 利 が

あ り ま す か ？  

 

職 員 採 用 試 験 の合 格 者 は、成 績 順 に決 定 し

ます。年 齢 、性 別 、出 身 地 、学 歴 などによる有

利 ・ 不 利 は一 切 ございません。 

 

採 用 試 験 に 最 終 合 格 す る と 必 ず 採 用 さ れ

ま す か ？  

 

最 終 合 格 者 は、成 績 順 に採 用 候 補 者 名 簿 に

登 載 されます。周 南 市 では原 則 最 終 合 格 者 が

採 用 者 となり、本 人 からの辞 退 や公 務 員 として

適 性 を欠く行 為 があった場 合 などを除 き、採 用 と

なる予 定 です。 

 

 

職 員 採 用 試 験 に 関 す る お 問 い 合 わ せ  

周南市役所 人事課 人事研修担当 
〒 745-8655 山 口 県 周 南 市 岐 山 通 1-1 
TEL:0834-22-8253 FAX: 0834-22-8358 
E メ ー ル : j inj i@city.shunan.lg. jp  
採 用 HP: http://www.city.shunan.lg.jp/site/saiyou  

Q 

Q 

A 

A 


